
 

４ 統計表に係る用語解説 

  

４－１ 主要系列表  経済活動別府内総生産(生産側)                                  

 一年間に府内の各経済活動部門の生産活動によって新たに生み出された価値（付加価値)の総

額を府内総生産（生産側）といい、 (1)産業、(2)政府サービス生産者、(3)対家計民間非営利サ

ービス生産者別に区分される。これは、府内の生産活動に対する各経済活動部門の寄与を表す

ものであって、産出額から物的経費（中間投入）を控除したものにあたる。支払利子は、物的

経費に含めない。 
 ア  総生産は、府内概念によってとらえられたものであるので、府内で生産された生産物で

あれば、他府県の県民に対し所得として分配されたものも含まれるが、府外からの所得で、

その源泉が他府県内の生産にかかわるものは含まれない。 
 イ  この府内総生産に、府県間の所得受払いの差額「府外からの要素所得（純）」を加算す

れば、「市場価格表示の府民総所得」が得られる。 
 
（１） 産業 

 農業、製造業、金融・保険業、不動産業など、利潤獲得を目的として財貨・サービスを生産

する事業所から構成される。 
 民間企業の事業所が中核をなすが、政府関係機関であってもコスト構造などの面で産業と類

似しているもの（公的企業）はこれに含まれる。また、家計の所有する住宅についても帰属サ

ービスという概念から産業に含まれる。 
 
（２） 政府サービス生産者 

 県民経済計算では、政府を単なる消費主体としてだけでなく、政府サービスを生産する主体

としても格付けており、この場合に政府は政府サービス生産者と呼ばれる。そのサービスは、

国家の治安や秩序の維持、経済厚生、社会福祉の増進などのためのサービスで、政府以外によ

っては効率的かつ経済的に供給されないような、社会の共通目的のために行われる性格のもの

である。 
  （例）中央政府（国、国出先機関）、地方政府（府、市町村）、社会保障基金など 
 
（３） 対家計民間非営利サービス生産者 

 利潤の追求を目的とせずに、他の方法では効率的に提供し得ない社会的、公共的サービスを

家計に提供する団体をいう。 
  （例）私立学校、労働組合、政党、宗教団体など 
 
（４） 輸入品に課される税・関税 

 生産・輸入品に課される税の一種であり、輸入した事業所所在府県で計上される。なお、輸

入品に課される税・関税は各産業部門への格付けが難しいため、欄外で一括計上することにな

っている。 
  （例）関税、輸入品商品税、輸入品にかかる消費税 
 
（５） 総資本形成に係る消費税   

すべての財貨・サービスのフローについて、消費税込みで付加価値等をとらえている。しか

し、課税業者の投資にかかる消費税は、他の仕入れにかかる消費税とともに、事業者が消費税



 

を納入する時点で納税額から控除できるため、総資本形成については含まれていない。そこで、

総資本形成（＝総固定資本形成＋在庫品増加）にかかる消費税額を生産系列において欄外で一

括控除し、支出系列とのバランスを図っている。 
 
（６） 帰属計算 

 県民経済計算上の特殊な概念であり、財貨・サービスの提供ないし享受に際して、実際には

市場でその対価の受払が行われなかったのにもかかわらず、それがあたかも行われたかのよう

にみなして擬制的取引計算を行うことをいう。主なものとしては、農家が自家消費する農産物、

自己所有住宅（持ち家）の帰属家賃、金融業の帰属利子などがある。 
 
ア 帰属家賃 

実際には家賃の受払を伴わない自己所有住宅（持ち家）についても、通常の借家や借間 

と同様のサービスが生産され消費されるものと仮定して、それを市場家賃で評価した帰属計

算上の家賃をいう。県民経済計算では住宅自己所有者は住宅賃貸業を営んでいるものとされ、

その帰属家賃は不動産業の生産額に計上され、その営業余剰は家計の営業余剰となる。 

 
イ 帰属利子  

金融業の生産額を定義するための特殊な帰属計算項目であり、金融業の受取利子及び配当

と預金者への支払利子の差額をさす。利子は主として他産業の付加価値から支払われたも

のであるから、それを再び金融業の生産としてとりあげることは二重計上になる。しかし、

当初から金融業の生産額を為替業務などの手数料のみとすると、営業余剰あるいは付加価

値までも負となり、活動実態に合わないものになってしまう。 
そこで県民経済計算では、帰属利子はすべて産業が中間投入するものとして扱う。その場

合、帰属利子を各産業部門に分割することが困難なため、「帰属利子」というダミー産業を

設けて、この産業がすべての帰属利子を中間投入するものとして欄外で一括控除すること

にしている。 
 

 

 

（７）  実質化（連鎖方式） 

連鎖方式(chain-linking  methods)とは、実質化の指数計算において、参照年（デフレータ

ーが 100となる年）を出発点、前年を基準年とし、毎年毎年積み重ねて接続する方法である。

常に前年を基準年とすることで、固定基準年方式で生じていた「指数バイアス」が解消され、

実質化において常に最新のウェイト構造が反映されることとなる。しかし、実質値に加法整合

性がないので、合計と内訳の和は一致しないという難点がある。 

 

ア ダブルデフレーション 

生産系列における実質化では、産出額、中間投入額をそれぞれ実質化する過程で、産出額

から中間投入額を差引きし、総生産額の実質値を求めている。これを「ダブルデフレーシ

ョン」と呼んでいる。 

 

イ インプリシット・デフレーター 

大阪府では、実質化の計算は、細分化された 51項目のデフレーターを用いている。そし

て、細かい項目で実質化したものを積み上げた中項目、大項目の実質値を、それぞれの名

帰属利子 ＝ 受取利子 ＋ 受取配当 － 支払利子 



 

目で除することによって事後的にデフレーターを算出している。このように算出されたも

のを「インプリシット・デフレーター」と呼んでいる。 

※ 実質化の一過程である「前年度固定基準年による実質値」段階で加減算を行うので加法

整合性の問題は生じない。 

  

∑Pi1qi1 ∑Pi2qi2 ∑Piｔ－1qiｔ－1 ∑Piｔqiｔ

t期のデフレーター ∑Pi0qi1 ∑Pi1qi2 ∑Piｔ－2qiｔ－1 ∑Piｔ－1qiｔ

（パーシェ型）

∑Pi0qi1 ∑Pi1qi2 ∑Piｔ－2qiｔ－1 ∑Piｔ－1qiｔ

t期の実質値 ∑Pi0qi0 ∑Pi1qi1 ∑Piｔ－2qiｔ－2 ∑Piｔ－1qiｔ－1

（ラスパイレス型）

×

t-1期の実質値

∑Pi0qi0 × × ×

× 100× × ‥・ ×

t-1期のデフレーター

×

‥・ ×

 
 
 

４－２ 主要系列表  府民所得及び府民可処分所得の分配                                   

 府内居住者（府民）が一年間にたずさわった生産活動によって生み出された純付加価値が、

経済活動の主体である府民に、生産要素を提供した対価として、賃金（府民雇用者報酬）、利潤

（企業所得）、利子・配当（財産所得）などの形で、どのように分配されたかを示したものであ

り、その総額が府民所得である。 
 
（１） 府民雇用者報酬   

 生産活動から発生した付加価値のうち労働を提供した雇用者への分配額をさす。雇用者とは、

産業、政府サービス生産、対家計民間非営利サービス生産、及び常雇・日雇を問わずあらゆる

生産活動に従事する就業者のうち、個人事業主と無給の家族従事者を除くすべての者であり、

法人企業の役員、特別職の公務員、議員等も含まれる。 
具体的には次のような項目によって構成されている。 

 
ア 賃金・俸給 
現金給与、現物給与（自社製品や消費物資の支給、食事、通勤定期券の支給など）、役員給 

与手当（剰余金処分による賞与は配当扱い）、議員歳費、給与住宅差額家賃（市中平均家賃－ 
給与住宅家賃）など。 

  なお、社会保障に対する雇用者の負担金や源泉徴収税などの控除前で評価する。 
 
イ 雇主の現実社会負担 

  医療保障、年金、労働災害補償、失業補償、児童手当などの、一般政府を構成する社会保 
障基金及び金融機関である年金基金への雇主の負担金である。 

 
ウ 雇主の帰属社会負担 

  退職一時金、損害保険、社会保障上積給付、公務災害補償費（基金によらないもの）など 
の、社会保障基金や年金基金によらず雇主自らが雇用者の福祉のために負担するものである。 

 
（２） 財産所得（非企業部門） 

 金融資産、有形非生産資産（土地など）及び無形非生産資産（著作権・特許権など）を賃借



 

する場合、この賃借を原因として発生する所得の移転である。①利子、②法人企業の分配所得

（配当等）、③保険契約者に帰属する財産所得、④賃貸料（地代、特許料など）の４つから構成

される。 
 
（３） 企業所得（法人企業の分配所得受払後）  

 営業余剰・混合所得に財産所得の受払いの差額（純財産所得）を加えたものであり、①民間

法人企業、②公的企業、③個人企業ごとに表示される。 
 営業余剰・混合所得とは企業会計でいう営業利益にほぼ相当し、従って企業所得は、その企

業の営業利益から負債利子などの営業外費用を支払い、逆に他社からの株式配当などの営業外

収益を加えた、いわゆる経常利益に近い概念といえる。 
なお、公的企業とは以下の 2 つの基準の両方を満たす場合である。 

ア 政府が所有かつ支配する以下の両方の基準を満たすこと。 
(ア) 政府が出資ないし株式の過半数を保有 
(イ) 政府が法人の経営方針の決定や役員の任命権を保有 

イ 政府の代行業務を行う（政府が指名する者が設立した機関、あるいは任意に設立し

た機関でも政府関係者が設立の発起人である機関）。 
      （例）独立行政法人造幣局、日本銀行、住宅金融支援機構など 
 
（４） 府民所得 

 府民ベース（概念）の要素費用表示の純生産が府民所得として表示される。 
 

  
 

 

（５） 生産・輸入品に課される税、（控除）補助金 

 要素費用表示の府内純生産を市場価格表示の府内純生産に、また要素費用表示の府民所得を

市場価格表示の府民所得に評価基準を合わせるための調整項目である。 
 
ア 生産・輸入品に課される税 

いわゆる「間接税」であり、①財貨・サービスの生産、販売、購入または使用に関して生 
産者に課せられる諸税で、②税法上損金算入を認められ、③その負担が最終購入者へ転嫁さ

れるものである。 
  （例）消費税、関税、事業税、不動産取得税、印紙税、固定資産税など 

 

イ （控除）補助金 

 ①企業に対して支払われるものであること、②企業の経常費用を賄うために交付されるも 
のであること、③財貨・サービスの市場価格を低下させると考えられるものであること、の

３つの条件を満たす経常的交付金である。公的企業の営業損失を補うための政府からの繰入

金も含まれる。 
 一方、対家計民間非営利団体や家計への経常的交付金は補助金ではなく、政府による「他 
に分類されない経常移転」として扱われる。 

  （例）価格調整費、利子補給金、試験研究費補助金、産業振興費など 
 

府民所得 ＝ 府民概念の要素費用表示の純生産 
＝ 府民雇用者報酬 ＋ 財産所得(非企業部門) ＋ 企業所得(法人企業の分配所得受払後) 

 
 
 



 

（６） その他の経常移転 

 賃金や消費活動に深く関連する経常的な移転（取引）のうち、財産所得以外の移転をいい、

大別すると次の３つに分類される。 

 

ア 所得、富等に課される経常税 

  いわゆる直接税であり、①労働の提供や財産の貸与、資本利得など様々な源泉からの所得 
に対して、公的機関によって定期的に課せられる租税及び、②消費主体としての家計が保有 
する資産に課せられる租税をいう。（相続税、譲与税は資本移転として扱うため含まない。） 

  なお、所得・富等に課される経常税（直接税）と生産・輸入品に課される税（間接税）の 
区分は、それが所得から支払われるか、生産コストの一部とみなされるかによって区分され 
る。  （例）所得税、法人税、府市町村民税、家計の負担する自動車関係諸税など 

  
イ 現物社会移転以外の社会給付及び社会負担 

（社会給付） 

社会給付とは、例えば、病気、失業、退職、住宅、教育あるいは家族の経済的境遇のよう 
な一定の出来事あるいは状況から生じるニーズに対する備えとなることを意図して、一般政 
府または対家計民間非営利団体から家計に支払われる経常移転である。 
社会保険制度に基づく社会保障給付のうち、①現金によるもの（国民年金、厚生年金、失 

業給付等）、②年金基金による社会給付（適格退職年金等）、③無基金雇用者社会給付（退職 
一時金等）が計上されるとともに、④社会保険制度には基づかない社会扶助給付（生活保護、 
公費負担医療給付分等）が計上される。 
 
（社会負担） 

社会保障制度に対する負担であり、「現実社会負担」と「帰属社会負担」とに分類され、「現

実社会負担」はさらに「雇主の現実社会負担」と「雇用者の現実社会負担」に分類される。 
「現実社会負担」とは、雇主及び雇用者本人が社会保険制度を管理する基金に対して支払 

う社会負担を指す（社会保障基金に対する年金、雇用、医療等の保険料、厚生年金基金等の

民間の年金制度に対する保険料）。この「雇主の現実社会負担」は、府民雇用者報酬の構成要

素としても計上されることから、家計部門における二重受取を回避するために、それと同額

を家計が一般政府、金融機関に対して支払ったかのように擬制して計上している。 
「帰属社会負担」とは雇主が雇用者の福祉のために雇主自身の源泉から給付が行われるも 

の（退職一時金等）で、現実社会負担のように基金への負担の支払がされているわけではな

いが、これについても府民雇用者報酬の構成要素としても計上されることから、家計部門の

二重受取を回避するために、給付額（無基金雇用者社会給付）と同額を家計が雇主に支払っ

たものとして、計上される。 
 
ウ その他の経常移転 

 生命保険以外の、全てのリスク（事故、疾病、火災等）に対する補填システムであり、以

下の三種類に分類される。 
① 「非生命保険取引」（生命保険以外の全てのリスク（事故、疾病、火災等）を網羅す

るもの。） 
② 「一般政府内の経常移転」（異なる政府部門間（中央政府、地方政府、社会保障基金）

の補助金、交付金、会計間の繰り入れなどの移転。） 
③ 「他に分類されない経常移転」（罰金、寄付金、負担金、家計間の仕送り、贈与等） 



 

（７） 府民可処分所得  

 市場価格表示の府民所得に府外からのその他の経常移転（財産所得以外）の純受取額を加え

たもので、府民全体の処分可能な所得を表している。これを支払いの面からみると、民間及び

政府の最終消費支出と貯蓄に処分される。 
 
  

４－３ 主要系列表 府内総生産（支出側）                                  

 各生産要素に分配された付加価値は、消費や投資などの形で支出されるため、支出の面でも

把握することができ、これを府内総生産（支出側）という。 

 

（１） 民間最終消費支出  

  家計最終消費支出と対家計民間非営利団体最終消費支出の合計である。 

 

ア 家計最終消費支出 

  家計（個人企業を除いた消費主体としての家計）が一年間に行う新たな財貨・サービスの 
取得に対する支出であり、同種の中古品（家計部門内相互間の取引である場合）、スクラップ 
の純販売額（販売額―購入額）は控除される。この場合の財貨・サービスの取得は、現金支 
出を伴うもののほか、農家における農作物の自家消費、自己所有住宅の家賃評価額（帰属家 
賃）、賃金俸給における現物給与等（給与住宅差額家賃を含む）も含まれる。 
しかし、仕送り金、贈与金、労働組合費などは家計間あるいは対家計民間非営利団体への 

移転であり家計最終消費支出とはみなされない。 
  土地造成及び住宅建設は、投資活動とみなして資本的支出としての民間総固定資本形成 
に含められる。また、個人税及び税外負担は経常移転となるため最終消費支出から除かれる。 

 
イ 対家計民間非営利団体最終消費支出 

  対家計民間非営利団体の生産額から商品・非商品販売額を控除したものである。すなわち、 

対家計民間非営利団体の販売での収入は、生産コスト（中間投入＋雇用者報酬＋固定資本減 

耗＋生産・輸入に課される税）をカバーしえず、その差額が自己消費とみなされ、対家計民 

間非営利団体最終消費支出として計上される。 

 

（２） 政府最終消費支出  

市場ならびに自らの生産物からの調達による消費の合計であり、県民経済計算では一般政府

を単なる消費主体としてだけでなく、生産主体としても捉えており、生産された政府サービス

は一部を除き、政府が自ら消費するものとして、政府最終消費支出に計上する。 

 すなわち、政府サービス生産者の産出額（中間投入＋府内雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・

輸入品に課される税）から他部門に販売した額（商品・非商品販売額）を差し引いた自己消費

に、医療保険の給付や教科書購入等の家計への移転的支出（現物社会給付等）を加算したもの

が一般政府の最終消費支出となる。 
 
 

 

（３） 最終消費支出と現実
・ ・

最終消費  

「最終消費支出」は各制度部門が実際に支出・負担した額を示す項目であり、一方「現実
・ ・

最

政府最終消費支出＝政府サービスの産出額－商品・非商品販売額＋現物社会給付等 



 

終消費」は各制度部門が実際に享受した便益の額を表すものである。具体的には、「現実
・ ・

最終消

費」は「最終消費支出」に「現物社会移転の受払」を加味したものである。 
 
ア （再掲）家計現実

・ ・

最終消費 
家計最終消費支出に一般政府及び対家計民間非営利団体からの現物社会移転を加え、便

益を受けた側（家計）での消費ととらえたもの。 

イ （再掲）政府現実
・ ・

最終消費  

一般政府最終消費支出から家計への現物社会移転である個別消費支出を控除し、政府の

自己消費分である集合消費支出を算出したもの。 
 

個別消費支出：現物社会移転として政府が家計に対して支給する個別的サービスに

ついての支出（例 医療、教育、保健衛生等） 
集合消費支出：政府が社会全体ないし社会の大部分に対して供給する集合的サービ

スについての支出（例 消防・救急等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 総資本形成  

民間法人企業、公的企業、一般政府、家計（個人企業）及び対家計民間非営利団体の支出（購

入及び自己生産物の使用）のうち、中間消費とならないものであり、総固定資本形成と在庫品

増加からなる。 
 中間消費と総資本形成の区別は、当該期間内において使用されつくすか、あるいは、将来に

便益をもたらすかを基準としてなされる。 
 
ア 総固定資本形成  

民間法人企業、公的企業、一般政府、家計（個人企業）及び対家計民間非営利団体が新規 
に購入した有形または無形の資産（中古品やスクラップ、土地等の純販売額は控除。マージ

現物社会移転 

実際に支出・負担した額 実際に享受した便益の額 

家 計 

最終消費支出 

対家計民間非営利団体 

最終消費支出 

一 

般 

政 

府 

最
終
消
費
支
出 

個別 
消費支出 
 
集合 

消費支出 
 

家 計 

現実
・ ・

最終消費 

一 般 政 府 

現実
・ ・

最終消費 



 

ン、移転経費は含む。）であり、以下のものが該当する。 
  ① 有形固定資産 

住宅、住宅以外の建物及び構築物、輸送機器、機械設備、育成資産（種、乳牛、果樹等）。

民間転用が可能な防衛関係設備等も含む。 
  ② 無形固定資産 

鉱物探査、コンピュータ・ソフトウェア（生産者が１年を超えて使用するもの）、プラン

トエンジニアリング。 
③ 有形非生産資産の改良 

土地の造成、改良、鉱山・農地などの開発、拡張など。 
 
イ 在庫品増加  

  企業及び一般政府が所有する製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産のある一定期間におけ 
る物量的増減を市場価格で評価したものである。仕掛工事中の重機械器具、と畜や商品用に 
飼育されている家畜も含まれる。 
 なお、在庫品増加は在庫品評価調整（注）後で評価する。 

   
（注） 在庫品評価調整 

    県民経済計算では発生主義の原則がとられており、在庫品増加は、当該商品の在庫増

減時点の価格で評価すべきものとされている。しかし、入手可能な在庫関係データは企

業会計に基づくものであり、後入先出法や先入先出法等、企業会計上認められている様々

な在庫評価方法で評価されている。従って、期末在庫残高から期首在庫残高を差し引い

て得られる増減額（在庫品増加）には、期末と期首の評価価格差も含まれている。この

評価価格の差による分を除くための調整が在庫品評価調整である。 
 
（５） 財貨・サービスの移出入（純）  

 府内居住者と非居住者の間の財貨及びサービスの取引（直接購入も含む）であり、移出から

移入を差引いて求める。移出とは、府外に流出した財貨・サービスと非居住者の府内における

消費支出であり、移入とは府外から流入した財貨・サービスと府内居住者の府外における消費

支出である。 
 
（６） 統計上の不突合  

 府内総生産の生産側と支出側の数値は概念上一致すべきものであるが、推計上の接近方法（基

礎資料や推計方法）が異なっているため、推計値に若干の不一致が生じることがある。この差

額を統計上の不突合といい、支出側に計上し、両面のバランスを成立させている。 
 

（７） 府外からの要素所得（純）  
 府民所得から府内純生産（要素費用表示）を差し引いて求める。府民が府外から受取った雇

用者報酬、投資収益、財産所得（利子、配当等）と府外へ支払った同項目の差額である。 
 
（８） 府民総所得（市場価格表示） 

 府民所得は、それぞれの経済活動部門が一年間に財貨・サービスを購入する面、すなわち、

最終生産物に対する支出の面でも把握することができる。府民総所得は、府内ベース（概念）

である府内総生産に「府外からの要素所得（純）」を加えた府民総生産に対応するものである。 
 なお、府民総所得及び府内総生産（支出側）については名目値のほか、物価変動の影響を除



 

去した実質値も表示される。 
 
 
 
 
 
 
（９） 実質化（固定基準年方式） 

固定した基準年（現在は平成 12 暦年）の価格をベースにして算出する方法が固定基準年方

式である。固定基準年方式（fixed‐base  methods）のデフレーターの計算方法においてはパ

ーシェ型（比較年のウェイト構成で計算）、実質化の計算方法においてはラスパイレス型（基準

年のウェイト構成で計算）を用いており、基準年から経過し、相対価格の変化が大きいものほ

ど「指数バイアス」が生じる。 

デフレーター ∑Piｔqiｔ

（パーシェ型） ∑Pi0qiｔ

実質値 ∑Pi0qit

（ラスパイレス型） ∑Pi0qi0
∑Pi0qi0 ×

× 100

= ∑Pi0qit

 

 

 

４－４ 基本勘定（統合勘定）                                             

 統合勘定は、モノ（財貨及びサービス）の取引の結果とカネ（所得及び金融資産・負債）の

流れの結果とを統合して記録し、一年間における大阪府の経済活動の結果を総括したものであ

る。 
  
（１） 府内総生産勘定（生産側及び支出側） 
 主要系列表を統合整理して作成される、府内経済活動を総括する生産勘定であり、市場価格

表示の府内総生産を、生産側と支出側から貸借の原理などに基づいて表したものである。 
 勘定の貸方は、府内生産物に対する支出の総額を市場価格によって評価した支出側で、借方

は、府内経済活動における付加価値総額を市場価格によって評価した生産側である。なお、こ

の勘定では府内ベース（概念）で記録されている。 
 
ア 営業余剰・混合所得 

産出額から中間投入、固定資本減耗、生産・輸入品に課される税（純）を差し引いた府内

純生産（府内要素所得）からさらに府内雇用者報酬を差し引いたものであり、企業会計でい

う営業利益に相当する。原則として市場での利益の追求を目的とする産業においてのみ生じ

るため、非金融法人企業、金融機関及び家計（個人企業）の３制度部門に計上される。この

うち、家計部門については、「持ち家」分を営業余剰、家計部門の営業余剰・混合所得から「持

ち家」分を引いた残差を混合所得と分類している。 
混合所得とは個人企業の所得のことであり、経営者としての個人業主への報酬と労働所得 

の性格が混在しているため、混合所得と表している。 
 
イ 固定資本減耗   

  構築物、設備及び機械等再生産可能な固定資産（有形固定資産、無形固定資産）について、 
通常の摩損及び損傷（減価償却）、予見される減失、通常生じる程度の事故による損害等（資

府民総所得 ＝ 府内総生産（支出側） ＋ 府外からの要素所得（純） 
府内総生産（支出側）＝ 民間最終消費支出 ＋ 政府最終消費支出 ＋ 総資本形成 

 ＋ 財貨・サービスの移出入（純）＋ 統計上の不突合 



 

本偶発損）からくる減耗分を評価した額であり、固定資産を代替するための費用として総生

産の一部を構成する。この固定資本減耗を含む計数は総（グロス）生産といい、含まない計

数は純（ネット）生産という。 
 
（２） 府民可処分所得と使用勘定                     

生産された要素所得の受取や生産物の最終消費への支払のほか、財産所得などの移転所得の

受払から構成され、府民可処分所得とその使用のバランスとして統合されているものである。 
 
ア 可処分所得 
可処分所得とは、府民全体あるいは各制度部門の全ての経常収入（府民雇用者報酬、営業

余剰・混合所得、財産所得等の経常移転の受取）から全ての経常移転の支払を控除したもの

であり、それぞれの制度部門の手元に残った実際に処分可能な所得を示している。 
  各制度部門別の可処分所得は所得支出勘定において表章されており、また、府全体の可処 
分所得、すなわち府民可処分所得はそれら制度部門の所得支出勘定を統合することによって 
求められ、統合勘定である府民可処分所得と使用勘定に表章される。 
 制度部門別の可処分所得についてみると、非金融法人企業及び金融機関では最終消費支出 
を行わないため、可処分所得は全額貯蓄となる。他方、最終消費の主体である一般政府、家 
計、対家計民間非営利団体では、可処分所得は消費と貯蓄に処分される。 
  
 
 

 
   

イ 貯蓄  

各部門の雇用者報酬、営業余剰・混合所得の受取や各種の経常移転の受取からなる経常的 
収入から、消費支出や各種の経常移転の支払からなる経常的支出を差引いた残差として定義

される。 
 

（３） 資本調達勘定（実物取引）                            
 資本形成とその資本調達のバランスを全制度部門について統合したもので、実物取引と金融

取引に区分されるが、金融取引については、資料上の制約から推計していない。 
  
ア 府外に対する債権の変動 

制度部門別資本調達勘定では、貯蓄投資バランスとして「純貸出（＋）／純借入（－）」（貯

蓄投資差額）と表章しており、各制度部門の「純貸出（＋）／純借入（－）」（貯蓄投資差額）

の合計は、大阪府全体の府外に対する債権の純増となり、概念的には統合勘定の「府外に対

する債権の変動」と一致する。ただし、「統計上の不突合」を制度部門別に分割して計上する

ことが不可能であるため、実際には両者は一致しない。 
 
 

 

 

イ 府外からの資本移転（純） 

資本移転は、統合勘定では府内部門間の資本移転は相殺され、「府外からの資本移転（純）」

府外に対する債権純増 ＋ 統計上の不突合 
 ＝ 各部門の「純貸出（＋）／純借入（－）」（貯蓄投資差額）の合計 

消費性向＝家計最終消費支出÷（家計可処分所得＋年金基金準備金の変動） 

貯蓄性向（貯蓄率）＝家計貯蓄÷（家計可処分所得＋年金基金準備金の変動） 



 

として計上している。 
 

（４） 府外勘定（経常取引）                               

 府全体として捉えた府外取引を計上しており、府外の視点から見た勘定である。取引は経常

取引と資本取引に区分されるが、府民経済計算では経常取引について記録する。経常取引は、

①物の売買や運輸・通信・保険などサービスの売買よりなる「財貨・サービスの移出入」、②労

働に対して支払われる「府民雇用者報酬」、③利子や配当金などからなる「財産所得」、④対価

の受領を伴わない財貨、サービス、現金の受払のうち経常的なものよりなる「その他の経常移

転」によって構成され、バランス項目として支払側に「経常府外収支」が設けられている。 
 
  
４－５ 基本勘定（制度部門別所得支出勘定）                                   

 この勘定は、①非金融法人企業、②金融機関、③一般政府、④家計（個人企業を含む）、⑤対

家計民間非営利団体の５つの制度部門別に作成され、生産活動により生み出された付加価値が

どの制度部門に配分され、さらに各制度部門及び府外部門間に様々な移転取引が行われるなか

で、それらの所得が最終的にどのように振り分けられているかを示している。 
 
  ① 非金融法人企業 

   金融・保険サービス以外の産業活動を行う法人企業または準法人企業である。財貨及び

非金融サービスの市場生産に携わる非営利団体も含まれる。 
  ② 金融機関 

   市場において金融取引に従事することを主たる業務とする法人企業または準法人企業で

ある。金融的性格をもつ市場生産（保険業務など）に従事する非営利団体も含まれる。 
  ③ 一般政府 

   中央政府（国、国出先機関）、地方政府（府、市町村）とそれらによって設定、管理され

ている社会保障基金から構成される。政府及び社会保障基金により支配、資金供給され、

非市場生産に従事している非営利団体も含まれる。（＝政府サービス生産者） 
  ④ 家計（個人企業を含む） 

   単に消費者としての家計のみならず、個人企業も含む。これは、個人企業の場合、企業

としての経理と業主の家計としての会計が判然と区別されておらず、統計作成上、両者を

分離することが困難であることに加え、むしろ分離をしないままでとらえる方が個人企業

家計の意思決定や行動を正確に把握できるという考え方に立っている。 
  ⑤ 対家計民間非営利団体 

   政府によって支配、資金供給されているものを除き、家計に対して非市場の財貨・サー

ビスを提供するすべての居住者である非営利団体により構成される。（＝対家計民間非営利

サービス生産者） 
 
（１） 無基金雇用者社会給付、帰属社会負担  
無基金雇用者社会給付とは、社会保障基金、金融機関（信託、保険）、共済制度などの外部機 

関を利用せず、また自己で基金を設けることもせずに雇主が雇用者に支払う公務災害補償、労

災にかかる見舞金、家族手当、退職一時金などの福祉的給付である。 
 この給付は所得支出勘定において、企業等の支払、家計の受取に計上されるが、府民雇用者

報酬にも、この支払が含まれているので、家計での二重受取を避けるため、同額を帰属社会負

担として、家計から企業等への移転として取り扱うという帰属計算を行っている。 



 

（２） 現物社会移転  

一般政府及び対家計民間非営利団体が、個々の家計に対して財貨及びサービスを、現物に 
よる社会移転として支給することであり、この財貨及びサービスは、政府または対家計民間非

営利団体が市場で購入したかあるいはその非市場産出物として生産したものである。内訳とし

ては「現物社会給付」と「個別的非市場財貨・サービスの移転」の２項目からなる。「現物社会

給付」は、社会保障基金による医療保険給付及び介護保険給付であり、「個別的非市場財貨・サ

ービスの移転」は、無料または経済的に意味のない価格で提供される教育、保健等のサービス

のことである。 
 
（３） 非生命保険金、非生命保険純保険料  
非生命保険制度を運用する上で、事故が発生した場合に被災者に支払う保険金（保険リスク

コスト）と制度を運用していくための諸経費とが必要となり、それを非生命保険料として保険

加入者から徴収している。 
被災者に支払われる保険金部分は、保険加入者から徴収した保険料の一部を支払うものであ

るから、保険加入者から被災者に所得が移転したものとみなす。 
所得支出勘定においては、保険金が各制度部門の受取に計上され、加入者の制度部門支払側

には支払った保険料のうち保険リスクコストが純保険料として計上される。なお、非生命保険

サービスを供給する制度部門の金融機関においては、支払側に保険金、受取側に純保険料が計

上され、それらは同額となる。 
 

（４） 年金基金年金準備金の変動  
金融機関である年金基金から家計が受け取る年金給付と、家計が年金基金（金融機関）へ払 

い込む自発的年金負担は経常取引として記録されるが、年金基金が管理する年金準備金は、生

命保険が管理する準備金と同じように、家計が所有している金融資産（貯蓄）として扱われる。 
 このため、年金負担額と年金受取額との差額を調整項目（経常移転分）として一旦設け、年 
金負担と年金給付が経常移転として記録されていなかった場合と同じ貯蓄額（金融資産分）に 
戻すよう記録する。具体的には「年金基金年金準備金の変動」を導入し、家計の受取側、金融 
機関の支払側に記録することとしている。年金基金年金準備金の変動額を記録することにより、 
年金基金を社会保障基金から分離し、家計と金融機関との貯蓄の取引としてより明確に記録す 
ることとしている。 
 
 
 
 

 

（５） 保険契約者に帰属する財産所得 

保険企業（生命保険、非生命保険、年金基金を含む）から受け取ることができる保険技術準 

備金に係る投資所得のことであり、保険技術準備金は保険契約者の資産であるため、保険契約

者に対する保険企業側からの支払として記録されるものである。ここには保険契約者配当、保

険帰属収益（保険契約者の資産から生じる投資所得）が含まれる。保険帰属収益は、保険企業

から保険契約者に支払われるべきものではあるが、実際には保険企業に留保される性格のもの

であることを考慮し、帰属計算により保険企業（金融機関）から最終的には家計に支払われる

ものとして記録し、その上で、この財産所得分を追加保険料として保険企業に払い戻されるも

のとする。 

年金基金年金準備金の変動 
＝ 雇主の自発的現実社会負担 ＋ 雇用者の自発的社会負担 － 年金基金による社会給付 

 



 

（６） 消費者負債利子、その他の利子  

家計の所得支出勘定における支払財産所得には、利子として消費者負債利子とその他の利子 
が計上されている。消費者負債利子は消費者としての家計が支払った利子であり、その他の利

子は家計部門に含まれている個人企業が支払った利子である。 
 府民所得の分配においては、消費者負債利子は家計（非企業部門）の利子支払として計上さ 
れ、その他の利子は個人企業の企業所得に含まれる。 
 

（７） 可処分所得の使用勘定 

   最終消費の主体である一般政府、家計、対家計民間非営利団体において、可処分所得は消

費と貯蓄に処分される。この消費と貯蓄の配分を記録したのが可処分所得の使用勘定である。

この可処分所得を源泉とする消費を「最終消費支出」と呼び、各制度部門が実際に支出・負

担した額を示す。 
なお、非金融法人企業及び金融機関は生産主体であり、最終消費支出は計上しない。よっ

て、可処分所得は全額貯蓄となる。 
 

 

 

 

 

（８） 調整可処分所得の使用勘定 

  現物社会移転を含む可処分所得の概念を調整可処分所得といい、これが消費と貯蓄に配分

されることを記録した勘定である。源泉を調整可処分所得とする消費を「現実最終消費」と

呼び、各制度部門が実際に享受した便益の額を示す。 

なお、非金融法人企業及び金融機関については現物移転がないため、調整可処分所得の使

用勘定は記録されない。 

 

 

４ － ６  基 本 勘 定 （ 制 度 部 門 別 資 本 調 達 勘 定 （ 実 物 取

引））                           
 この勘定は、①非金融法人企業、②金融機関、③一般政府、④家計（個人企業を含む）、⑤対

家計民間非営利団体の５つの制度部門別に作成され、資本蓄積の形態とそのための資本調達の

源泉を示し、資産の変動を導出するものである。 
 実物取引勘定は、総固定資本形成（ネットで取引を記録しているため、固定資本減耗分を控

除することにより、純蓄積を得ている）、在庫品増加、土地の購入（純）という実物資産の蓄積

の姿を示すと同時に、この蓄積のための原資をどう調達したかを明らかにする。 
 原資としては、「所得支出勘定において残差として求められた貯蓄」及び「他の部門から資産

の購入のために反対給付なしに受取る資本移転（純）」からなる。 
 この結果、原資が実物資産の蓄積を上回れば、「純貸出（＋）／純借入（－）」（貯蓄投資差額）

がプラスになり、資金を他部門で運用（貸付）することになる。逆に原資が実物資産の蓄積を

下回れば、「純貸出（＋）／純借入（－）」（貯蓄投資差額）がマイナスとなり、府外を含め、他

の部門から資金を調達（借入）することになる。 
 
（１）「純貸出（＋）/純借入（-）」（貯蓄投資差額） 

所得支出勘定で算出される制度部門別の貯蓄と資本移転（純）からなる「貯蓄・資本移転 

消費性向 ＝ 家計最終消費支出 ÷ （家計可処分所得 ＋ 年金基金準備金の変動） 
貯蓄性向（貯蓄率）＝ 家計貯蓄 ÷ （家計可処分所得 ＋ 年金基金準備金の変動） 



 

による正味資産の変動」から総固定資本形成、土地の購入（純）等を差し引いて得られる「純

貸出（＋）／純借入（－）」（貯蓄投資差額）は、実物取引後の各制度部門の資金余剰・不足を

表す指標である。 
 

（２） 土地の購入（純）  
部門間の土地売買を計上しており、土地の購入額から土地の売却額を差引いて求める。 

 なお、土地の売買は住居者間のみで行われるため、府全体でみると「土地売却＝土地購入」 
となるので、統合勘定においては「土地の購入（純）」は表章されない。 
 

（３） 資本移転（純）  
 反対給付を伴わない移転のうち、受取側の総資本形成やその他の資本蓄積あるいは長期的な 
支出の資金源泉となり、支払側の資産または貯蓄からまかなわれる移転であり、経常移転と対 
比される。資本移転は当事者の投資や資産に影響を及ぼすが、消費には資産額やその構成の変 
化を通じて間接的な影響を及ぼすにとどまる。 
 

 

４－７ 関連指標                                              
  
（１） 経済成長率  
 府経済の成長を包括的に表示するものであって、府内総生産の対前年度増加率による。その

年度の市場価格で表示する名目値と、物価変動による影響を除去した実質値の２種類がある。 
  
（２） １人当たり府民所得  
 府民所得（要素費用表示）を府の総人口で除したもので、経済水準を府民ベースで表す指標

のひとつ。 
  
（３） 総人口  
 各年 10 月１日現在の総務省推計人口による。ただし、国勢調査年はそれによる。 


